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〈 連盟規約 抜粋 〉
【理事会】
　第25条　理事会は評議員を除いた全役員で構成する。
　第26条　理事会は、総会に付議する本連盟の主要事項等を
　　　　　審議、議定する。


切り取り


令和８年度 後期理事会 　委任状


［　　　　　　　　　　　　　　　　］のため、出席することができません。議事、決定事項については《 理事長 ｏｒ （　　　　　　　　　　　　　　）氏 》に委任致します。

※　委任すべき方が特に無い場合は、《理事長》に○を付けてください。
※ （　　　　　　）には出席いただける方のお名前をお書きください。
※ 委任状無き場合は、理事長委任と理解し、会議を進めさせていただきます。


記載責任者　　　　　　　　　　　　　　　　印
